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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を注入するための内管チューブと、
　前記内管チューブの先端に設けられた針体と、
　前記内管チューブの中心軸の方向に貫通し前記針体が挿通する挿通孔を有し、前記内管
チューブの内周面と前記針体の外周面との間に配置され前記針体と前記内管チューブとを
接続するための接続部材と、
　前記接続部材の基端面より基端側に突出する前記針体の外周面と前記内管チューブの内
周面と前記接続部材の前記基端面との間に樹脂部材を充填してなる樹脂充填部と、
を有し、
　前記内管チューブの内周面に対する切断面であって前記樹脂充填部の基端面の周縁の最
近位点および当該周縁の最遠位点を含み前記中心軸と交差するとともに法線と中心軸との
交差角が最小となる切断面である第一仮想面の前記法線である第一法線が、前記中心軸に
対し傾斜していることを特徴とする内視鏡用注射針。
【請求項２】
　前記内管チューブを進退可能に内包する外管チューブを備える請求項１に記載の内視鏡
用注射針。
【請求項３】
　前記第一法線と前記中心軸とが交差する角度である第一交差角は、前記接続部材の前記
基端面の法線である第二法線と前記中心軸とが交差する角度である第二交差角よりも大き



(2) JP 6311479 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

い請求項１または２に記載の内視鏡用注射針。
【請求項４】
　前記中心軸と、前記樹脂充填部の前記基端面の前記周縁が形成する平均基端面の法線で
ある第三法線と、が交差する角度である第三交差角は、３０°以上９０°未満である請求
項１から３のいずれか一項に記載の内視鏡用注射針。
【請求項５】
　前記樹脂充填部は、前記樹脂充填部の前記基端面の前記周縁の前記最近位点が属する側
の半体積が、前記中心軸を介して前記最近位点と対向する前記周縁における対向点が属す
る半体積よりも大きい請求項１から４のいずれか一項に記載の内視鏡用注射針。
【請求項６】
　前記針体の先端面は、前記中心軸に対して傾斜しており、
　前記先端面の最先端部が、前記樹脂充填部の前記基端面の前記周縁の前記最近位点が属
する側に配置されている請求項５に記載の内視鏡用注射針。
【請求項７】
　前記樹脂充填部の前記基端面の前記周縁の前記最遠位点から、前記接続部材の前記基端
面の前記周縁までの距離が、前記針体の外周面と前記内管チューブの内周面との距離以上
である請求項１から６のいずれか一項に記載の内視鏡用注射針。
【請求項８】
　前記接続部材の内周面と前記針体の外周面との間に位置し前記接続部材と前記針体とを
接続する樹脂材料からなる樹脂接続部を有し、
前記樹脂接続部と前記樹脂充填部とが連続している請求項１から７のいずれか一項に記載
の内視鏡用注射針。
【請求項９】
　請求項１から８に記載の内視鏡用注射針を製造する内視鏡用注射針の製造方法であって
、
　前記接続部材における前記挿通孔に前記接続部材の先端側および基端側から突出するよ
う前記針体を挿通する挿通工程と、
　前記接続部材の基端側に前記接続部材の外径と略同等の内径を有する型枠部材を外嵌す
る外嵌工程と、
　前記型枠部材の内周面と前記針体の外周面と前記接続部材の基端面とに接して前記樹脂
部材を前記型枠部材に注入するとともに、先基端方向に対し前記樹脂充填部の基端面が傾
斜するよう前記樹脂充填部を形成する樹脂充填部形成工程と、
　前記接続部材の少なくとも一部および前記樹脂充填部を内包するよう前記内管チューブ
を設ける内管チューブ取付工程と、を有することを特徴とする内視鏡用注射針の製造方法
。
【請求項１０】
　前記樹脂充填部形成工程において、前記樹脂部材を前記型枠部材の内側に注入するため
の注入チューブの先端を前記型枠部材の内周面に寄せて設置し、前記樹脂部材を前記型枠
部材に注入することにより、形成される前記樹脂充填部の前記基端面を軸方向に対し傾斜
させる請求項９に記載の内視鏡用注射針の製造方法。
【請求項１１】
　前記樹脂充填部形成工程において、上面視上、注入チューブの先端を前記針体の最先端
部が配置された側に寄せ、形成される前記樹脂充填部の前記最近位点が属する側の前記半
体積が、前記対向点が属する前記半体積よりも大きくなるよう樹脂部材を注入する請求項
１０に記載の内視鏡用注射針の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡用注射針および内視鏡用注射針の製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　内視鏡下に食道、胃、大腸等の粘膜を切除する内視鏡的粘膜切除術（ＥＭＲ）および内
視鏡的粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）施工時に、粘膜と筋層との剥離を要する場合がある。こ
の場合、先端に針体が付設された内管チューブとその内管チューブを挿通自在にする外管
チューブとを有した内視鏡用注射針を挿入して、生体組織に生理食塩水や薬液等（以下、
単に液体ともいう）を注入することが通常実施されている。
　内視鏡用注射針は、例えば１ｍから２ｍ程度の長尺の内視鏡内に設けられたチャネルに
挿入され、所定の生体組織において針体を穿刺する。液体は、内視鏡の基端側から長尺の
内管チューブを通して針体の先端から吐出される。
【０００３】
　針体は、穿刺したときの傷を小さくするためにたとえば外径０．６５ｍｍ以下のものが
好適に使用されている。これに対し、注入抵抗を小さくするために内管チューブの内径は
たとえば０．８ｍｍ以上とすることが好ましい。その結果、針体の外周面と内管チューブ
の内周面との間には間隙が形成されていた。上記間隙を埋めて、針体と内管チューブとを
接続するための接続部材が設けられた内視鏡用注射針が提案されている。
【０００４】
　例えば、下記特許文献１に記載の内視鏡用注射針（以下、従来技術１ともいう）は、針
体の先端と反対側の端部にコイル状部材（接続部材）を外嵌して該コイル状部材を該針体
に固着し、該コイル状部材に上記内管チューブを外嵌して固着している。
　上記コイル状部材が設けられることによって、上記針体と内管チューブとの間の空隙が
埋められるとともに両者が接続されている。
　特許文献１図４に示されるとおり、上記コイル状部材の基端側の端面は、内管チューブ
の軸方向に対し略垂直に交差している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１７２０２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし従来技術１に例示される針体と内管注射針との間の間隙を埋めて、当該針体と当
該内管チューブとを接続する接続部材を有する内視鏡用注射針は、以下の課題を有してい
た。
【０００７】
　即ち、接続部材の基端面に、強い吐出圧で内管チューブ内を基端側から先端側に流通す
る液体が接触すると、接続部材が先端側に押圧される。これにより、接続部材の外周面と
内管チューブの内周面との接続状態が不良となり、内管チューブ内において接続部材の配
置位置が内管チューブの先端側にずれる虞があった。接続部材の配置位置のずれにより当
該接続部材に挿通された針体の配置位置もずれるため、設計上予定される針体先端位置よ
りも実際の針体先端位置が先端側に変異し体内における手技に支障を来たす虞があった。
　また接続部材の配置位置が大きく先端側にずれることによって、接続部材およびこれに
挿通された針体が、内管チューブの先端側から脱落する虞があった。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものである。即ち、本発明は、内管チューブを流通
する液体の吐出圧により内管チューブに配置された接続部材およびこれに挿通された針体
の配置位置が内管チューブの先端側にずれるという上記課題を改善する内視鏡用注射針、
および内視鏡用注射針の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の内視鏡用注射針は、液体を注入するための内管チューブと、上記内管チューブ
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の先端に設けられた針体と、上記内管チューブの中心軸の方向に貫通し上記針体が挿通す
る挿通孔を有し、上記内管チューブの内周面と上記針体の外周面との間に配置され上記針
体と上記内管チューブとを接続するための接続部材と、上記接続部材の上記基端面より基
端側に突出する上記針体の外周面と上記内管チューブの内周面と上記接続部材の上記基端
面との間に樹脂部材を充填してなる樹脂充填部と、を有し、内管チューブの内周面に対す
る切断面であって上記樹脂充填部の基端面の周縁の最近位点および当該周縁の最遠位点を
含み上記中心軸と交差するとともに法線と中心軸との交差角が最小となる切断面である第
一仮想面の上記法線である第一法線が、上記中心軸に対し傾斜していることを特徴とする
。
【００１０】
　本発明の内視鏡用注射針の製造方法は、本発明の内視鏡用注射針を製造する内視鏡用注
射針の製造方法であって、上記接続部材における上記挿通孔に上記接続部材の先端側およ
び基端側から突出するよう上記針体を挿通する挿通工程と、上記接続部材の基端側に上記
接続部材の外径と略同等の内径を有する型枠部材を外嵌する外嵌工程と、上記型枠部材の
内周面と上記針体の外周面と上記接続部材の基端面とに接して上記樹脂部材を上記型枠部
材に注入するとともに、先基端方向に対し上記樹脂充填部の基端面が傾斜するよう上記樹
脂充填部を形成する樹脂充填部形成工程と、上記接続部材の少なくとも一部および上記樹
脂充填部を内包するよう上記内管チューブを設ける内管チューブ取付工程と、を有するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の内視鏡用注射針は、内管チューブの内周面に対する切断面であって樹脂充填部
の基端面の周縁の最近位点および当該周縁の最遠位点を含み中心軸と交差するとともに法
線と中心軸との交差角が最小となる切断面である第一仮想面の法線である第一法線は、中
心軸に対し傾斜している。したがって、樹脂充填部に対し内管チューブ内を流通する液体
の吐出圧がかかる方向を内管チューブの軸方向からずらすことができる。
　樹脂充填部の外周面と内管チューブの内周面との境界に対し液体の吐出圧が軸方向にか
かると両者は剥離する虞があり接合状態が不良となる虞がある。これに対し、本発明の内
視鏡用注射針は、第一仮想面が中心軸に対し、９０°を超えた角度で交差し、上記境界に
対しかかる液体の吐出圧の局所的な力が、軸方向に対する側方向にずれやすくなるよう構
成される。
　そのため、接続部材およびこれに挿通された針体の配置位置が、内管チューブの軸方向
の先端側にずれ難い。
【００１２】
　本発明の内視鏡用注射針の製造方法は、本発明の内視鏡用注射針の製造を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）は、本発明の第一実施形態の内視鏡用注射針を例示する内視鏡用注射針の
全体図であり外管チューブの内部に針体の全体が収納された状態を示しており、（ｂ）は
、本発明の第一実施形態の内視鏡用注射針を例示する内視鏡用注射針の全体図であり外管
チューブの先端から針体の一部が突出した状態を示している。
【図２】図１（ｂ）において破線円で囲む内視鏡用注射針１００の先端領域の縦断面図で
ある。
【図３】第一実施形態の変形例である内視鏡用注射針の樹脂充填部の基端面および第一仮
想面について説明する説明図である。
【図４】（ａ）は、本発明の第一実施形態の内視鏡用注射針を説明する説明図であり、（
ｂ）は、（ａ）のＩＶ－ＩＶ断面図である。
【図５】本発明の第一実施形態の内視鏡用注射針の部分縦断面図である。
【図６】（ａ）から（ｄ）は、本発明の第二実施形態の内視鏡用注射針の製造方法を説明
する説明図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の第一実施形態について、図面を用いて説明する。すべての図面において
、同様の構成要素には同一の符号を付し、重複する説明は適宜に省略する。
　なお、本実施の形態では図示するように上下の方向を規定して説明する場合がある。し
かし、これは構成要素の相対関係を簡単に説明するために便宜的に規定するものであり、
本発明を実施する製品の製造時や使用時の方向を限定するものではない。
　本発明の内視鏡用注射針およびその製造方法の各種の構成要素は、個々に独立した存在
である必要はなく、複数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成
要素が複数の部材で形成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること
、ある構成要素の一部と他の構成要素の一部とが重複していること、等を許容する。
【００１５】
　本発明に関し、内視鏡用注射針または内視鏡用注射針を構成する各構成の近位とは、内
視鏡用注射針の操作者に近い位置（即ち、内視鏡用注射針の基端側の位置）をいう。また
同様に、遠位とは、内視鏡用注射針の操作者に遠い位置（即ち、内視鏡用注射針の先端側
の位置）をいう。
　また本発明に関し、基端側とは内視鏡用注射針の操作者に近い側をいい、先端側は当該
操作者に遠い側、即ち、針体の最先端部の側をいう。
　また本発明を説明するにあたり、適宜、内周面または外周面という言葉を用いる場合が
ある。特段の説明がない場合には、上記内周面は中心軸に対向する面を意味し、上記外周
面は、内視鏡用注射針の中心軸に非対向の面を意味する。
　また本発明を説明するにあたり、基端側から先端側へ向かう方向又は先端側から基端側
へ向かう方向を、適宜、先基端方向という場合がある。
【００１６】
＜第一実施形態＞
　以下に、本発明の内視鏡用注射針の第一実施形態である内視鏡用注射針１００について
図１から図５を用いて説明する。
　図１（ａ）は、本発明の第一実施形態の内視鏡用注射針を例示する内視鏡用注射針１０
０の全体図であり外管チューブ３０の内部に針体１０の全体が収納された状態を示してい
る。図１（ｂ）は、内視鏡用注射針１００の全体図であり外管チューブ３０の先端から針
体１０の一部が突出した状態を示している。
　図２は、図１（ｂ）において破線円で囲む内視鏡用注射針１００の先端領域の縦断面図
である。ただし図２において、針体１０は側面視している。
　図３は、第一実施形態の変形例である内視鏡用注射針１００Ａの樹脂充填部１１０の基
端面１３０Ａおよび第一仮想面１４０について説明する説明図である。図３において内管
チューブ２０は図示省略し、内管チューブ２０の内周面１１のみを図示する。
　図４（ａ）は、本発明の第一実施形態の内視鏡用注射針１００を説明する説明図であり
、図４（ｂ）は、図４（ａ）のＩＶ－ＩＶ断面図である。
　図５は、本発明の第一実施形態の内視鏡用注射針１００の部分縦断面図である。ただし
、図５は、針体１０、接続部材７０、および樹脂充填部１１０に関し側面視している。
　尚、内視鏡用注射針１００における接続部材７０は、図２に示すとおり接続部本体７１
および大径部７２を有する。ただし、図３から図５および後述する図６では、大径部７２
を図示省略している。
【００１７】
　本実施形態にかかる内視鏡用注射針１００は、図１（ａ）および図１（ｂ）に示すとお
り、内管チューブ２０を内包する外管チューブ３０と、基端側に設けられた操作部５０と
を備える。内視鏡用注射針１００における内管チューブ２０は、図示省略する内視鏡のチ
ャネルに対し、外管チューブ３０とともに挿入可能である。
【００１８】
　図２に、内視鏡用注射針１００の先端側を中心軸１３８に沿って切断した切断面を示す
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。
　図２に示すとおり、内視鏡用注射針１００は、内管チューブ２０と、針体１０と、接続
部材７０と、樹脂充填部１１０と、を有している。
　内管チューブ２０は、液体を注入するためのチューブである。針体１０は、内管チュー
ブ２０の先端に設けられている。接続部材７０は、内管チューブ２０の中心軸１３８の方
向に貫通し針体１０が挿通される挿通孔８０を有し、内管チューブ２０の内周面と針体１
０の外周面との間に配置され針体１０と内管チューブ２０とを接続する。
　樹脂充填部１１０は、接続部材７０の基端面７３より基端側に突出する針体１０の外周
面と内管チューブ２０の内周面と接続部材７０の基端面７３との間に樹脂部材を充填して
なる。
　本実施形態にかかる内視鏡用注射針１００は、第一仮想面１４０の法線である第一法線
１３６が中心軸１３８に対し傾斜している。第一仮想面１４０は、内管チューブ２０の内
周面に対する切断面であって最近位点１３２および最遠位点１３４を含み中心軸１３８と
交差するとともに法線と中心軸１３８との交差角が最小となる切断面である。
　本実施形態において、樹脂充填部１１０の基端面１３０の周縁は、先基端方向において
異なる位置にある最近位点１３２および最遠位点１３４を有している。
【００１９】
　本実施形態において、基端面１３０の周縁とは、図４（ａ）に示すとおり、内管チュー
ブ２０の内周面と樹脂充填部１１０の外周面との近位側における交線１３１を意味する。
即ち、基端面１３０の周縁は、内管チューブ２０の内周面と樹脂充填部１１０の外周面と
の接合面の近位側における端部が周方向に連続する環状の縁部である。
　基端面１３０は、内管チューブ２０の内周面と樹脂充填部１１０の外周面との近位側に
おける交線よりなる当該周縁によって内包される領域に含まれる樹脂充填部１１０の基端
側の面を指す。
【００２０】
　内視鏡用注射針１００における樹脂充填部１１０の基端面１３０は、中心軸１３８に対
し直交平坦である面以外の面として構成されている。即ち、基端面１３０は、湾曲あるい
は凹凸を有する面（即ち非平坦な面）であるとともに中心軸１３８に対し直交する面、お
よび平坦であるが中心軸１３８に対し９０°以外の角度で交差する面を含む。
　たとえば基端面１３０は、図２に示すとおり中心軸１３８に対し傾斜して交差するとと
もに、実質的に平滑な面であってもよい。また、樹脂充填部１１０は、図３に示すとおり
、不規則な凹凸を有する面である基端面１３０Ａを備えていてもよい。本実施形態におい
て、樹脂充填部１１０の基端面１３０の周縁は、図２に示すように内管チューブ２０の内
周面に対し周方向に、楕円の軌跡をなしてもよいし、図３に示す基端面１３０Ａのように
当該周方向に一周する不規則な軌跡をなしていてもよい。
　基端面１３０Ａの外縁は、図３に示す内管チューブ２０の内周面１１（図３参照）と樹
脂充填部１１０の外周面との近位側における交線１３１Ａである。
　上記周縁には、最近位点１３２および当該周縁の最遠位点１３４が含まれている。最近
位点１３２とは、当該周縁上であって最も近位側に位置する点である。最遠位点１３４は
、当該周縁上であって最も遠位側に位置する点である。周縁の形状から正円が除かれるこ
とによって、最近位点１３２と最遠位点１３４とは、中心軸１３８の伸長方向においてず
れた位置に存在する。
　そのため、最近位点１３２および最遠位点１３４を含み中心軸１３８と交差する第一仮
想面１４０の法線である第一法線１３６は、中心軸１３８に対し傾斜している。
【００２１】
　第一仮想面１４０は、以下のとおり定義することができる。即ち、最近位点１３２およ
び最遠位点１３４をとおり中心軸１３８に沿って切断してなる切断面I（図示省略）を求
める。そして内管チューブ２０の内周面に対し、上記切断面Iの法線方向であって、最近
位点１３２および最遠位点１３４を通る位置で切断してなる切断面が、本実施形態におけ
る第一仮想面１４０である。
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【００２２】
　本実施形態における第一仮想面１４０は、内管チューブ２０の内周面において最近位点
１３２と最遠位点１３４とを最短で結ぶ円弧を含み、中心軸１３８と交差する面である。
【００２３】
　尚、本実施形態にかかる内視鏡用注射針１００は、図２に示すとおり、基端面１３０と
第一仮想面１４０とが略同一の面をなしている。ただし本実施形態はこれに限定されない
。
　たとえば図３に示す本実施形態の変形例である内視鏡用注射針１００Ａのように、基端
面１３０Ａと、第一仮想面１４０とが異なる面をなす態様を本発明は包含する。基端面１
３０Ａの周縁は、図３において図示省略する内管チューブ２０の内周面に対し周方向に一
周する不規則な軌跡をなす。たとえば最遠位点１３４は、図３に示すとおり、最近位点１
３２に対し、中心軸１３８（図示省略）を介して対向する位置からはずれた箇所に存在し
ていてもよい。図３に示す第一仮想面１４０の外縁は、図示省略する内管チューブ２０の
内周面１１において最近位点１３２と最遠位点１３４とを結ぶ最短の円弧を含み、中心軸
と交差している。
【００２４】
　ここで、内視鏡用注射針１００における第一法線１３６が、中心軸１３８に対し傾斜し
ているとは、樹脂充填部１１０の基端面１３０が中心軸１３８に対し実質的に直交してい
る態様を除くことを意味している。本実施形態において、先基端方向における最近位点１
３２および最遠位点１３４の位置のずれは、製造上の較差に起因して生じる基端面１３０
上の微細な凸部の頂点と微細な凹部の底部との距離を上回る。
【００２５】
　樹脂充填部１１０における基端面１３０の最近位点１３２と最遠位点１３４とから仮定
される第一仮想面１４０は、上述のとおり中心軸１３８に対し傾斜している。即ち、基端
面１３０は、中心軸１３８に対し直交する面ではない。そのため内管チューブ２０の内部
を流通する液体の吐出圧は、基端面１３０に対し、軸方向とは異なる方向にかかり得る。
そのため、樹脂充填部１１０が当該液体の吐出圧により先端方向に押圧され難く、樹脂充
填部１１０の配置位置が内管チューブ２０の先端側にずれ難い構成となっている。
　上述する樹脂充填部１１０を備えることにより、本実施形態は、樹脂充填部１１０より
も先端側に配置された接続部材７０、および接続部材７０に挿通された針体１０の配置位
置が内管チューブ２０の先端側にずれるという従来の課題が改善されている。
【００２６】
　上述する従来の課題の改善の観点からは、第一法線１３６と中心軸１３８とが交差する
角度である第一交差角α（図２参照）は、０°を超えて９０°未満である。第一交差角α
は、好ましくは、１５°以上９０°未満であり、より好ましくは３０°以上９０°未満で
あり、特に好ましくは４５°以上９０°未満である。
【００２７】
　本実施形態では、図２に示すとおり、第一法線１３６と中心軸１３８とが交差する角度
である第一交差角αは、接続部材７０の基端面７３の法線である第二法線７３８と中心軸
１３８とが交差する角度である第二交差角よりも大きいことが好ましい。
　尚、図２において、第二法線７３８と中心軸１３８とは、同方向を向く態様を示してお
り、第二交差角は０°である。
【００２８】
　第一交差角αが第二交差角よりも大きく構成されていることにより、第一交差角αと第
二交差角が等しい場合と比較して、液体の吐出圧に起因する接続部材７０の先端方向への
配置位置のずれが良好に回避される。
【００２９】
　尚、接続部材７０の基端面７３は、中心軸１３８に対し略直交するとともに平坦状に形
成されることが一般的である。したがって第二法線７３８は、基端面７３の主面の法線と
理解することができる。ただし、基端面７３が、湾曲するなどして平坦な面ではない場合
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にも、図２に示す第二仮想面７３６を仮想することにより第一交差角αと第二交差角とを
比較することができる。図２では、基端面７３が中心軸１３８に直交する平坦な面である
ため、第二仮想面７３６と同一面として示している。基端面７３が、中心軸１３８に直交
する平坦な面以外の面である場合には、第二仮想面７３６と基端面７３とは異なる面とし
て示される（図示省略）。
　ここで第二仮想面７３６は、接続部材７０の基端面７３の周縁の最近位点７３１および
当該周縁の最遠位点７３２を含み、中心軸１３８に交差する面である。基端面７３の周縁
とは、内管チューブ２０の内周面と接続部材７０の外周面との近位側における交線である
。内管チューブ２０と接続部材７０との間に任意の層が設けられる場合には、上記交線の
代替として、近位側であって接続部材７０の外周面が内管チューブ２０の内周面に最も近
接する縁部の連続を周縁と理解する。
　第二仮想面７３６は、以下のとおり定義することができる。即ち、最近位点７３１およ
び最遠位点７３２をとおり中心軸１３８に沿って切断してなる切断面I（図示省略）を求
める。そして内管チューブ２０の内周面に対し、上記切断面Iの法線方向であって、最近
位点７３１および最遠位点７３２を通る位置で切断してなる切断面を、第二仮想面７３６
として扱うことができる。
　換言すると、第二仮想面７３６は、接続部材７０の外周面において最近位点７３１と最
遠位点７３２とを最短で結ぶ円弧を含み、接続部材７０または、接続部材７０を基端側に
延長させてなる仮想接続部材（図示省略）を切断してなる切断面である。
【００３０】
　本実施形態の好ましい一例として、中心軸１３８と、樹脂充填部１１０の基端面１３０
の周縁が形成する平均基端面の法線である第三法線（図示省略）と、が交差する角度であ
る第三交差角（図示省略）を、３０°以上９０°未満として構成してもよい。
【００３１】
　ここで、平均基端面とは、内管チューブ２０の内周面の切断面のうち、基端面１３０の
周縁の複数点の座標から最小二乗法で近似して求められる環状の平面である。上記複数点
の座標は、基端面１３０の周縁において、たとえば１０か所程度、プロットされた点の各
座標である。中心軸１３８上の一次元座標、および任意の切断面の法線方向を示す２変数
である３つの変数を最小二乗法を用いて決定することができる。より具体的には、上記複
数点の座標を最も近似する内管チューブ２０の内周面の切断面（即ち、平均基端面）を最
小二乗法で決定することにより、当該切断面の法線方向を求めることができる。その法線
方向と中心軸１３８との交差角が第三交差角である。
　基端面１３０の平均基端面は、第一仮想面１４０と実質的に同一となる場合と、異なる
場合とを含む。本実施形態にかかる内視鏡用注射針１００の上記平均基端面は、第一仮想
面１４０と実質的に同一の面となるよう構成されている。またかかる構成において、内視
鏡用注射針１００における上記第三法線は、第一法線１３６と実質的に同一であり、上記
第三交差角は、第一交差角αと同一である。
【００３２】
　基端面１３０から上記平均基端面を求めることによって、たとえば、基端面１３０が製
造上の較差に起因する凹凸を超えた凹凸を有する場合であっても、基端面１３０を巨視的
に認識可能である。平均基端面の法線である第三法線と、中心軸１３８と、が交差する角
度が３０°以上９０°未満であることによれば、基端面１３０に対し液体の吐出圧がかか
る方向を有意に中心軸１３８からずらすことができ、本発明の所期の課題を良好に解決す
ることができる。
【００３３】
　ここで内視鏡用注射針１００が内視鏡のチャネルに挿通されて用いられることを勘案し
、樹脂充填部１１０はさらに以下の構成を備えることが好ましい。
　即ち、図４（ａ）に示すとおり内視鏡用注射針１００における樹脂充填部１１０は、樹
脂充填部１１０の基端面１３０の周縁の最近位点１３２が属する側の半体積が、中心軸１
３８（図２参照）を介して最近位点１３２と対向する周縁における対向点１４２が属する
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半体積よりも大きい。
　換言すると、樹脂充填部１１０を構成する樹脂部材は、最遠位点１３４の側よりも最近
位点１３２の側に偏在している。
【００３４】
　図４（ａ）において、基端面１３０の周縁の最近位点１３２、および中心軸１３８を介
して最近位点１３２と対向する周縁上の対向点１４２とを結んでなる第一線分１５４を示
す。図４（ａ）に示す内視鏡用注射針１００は、対向点１４２が最遠位点１３４となって
いる。
　ここで、最近位点１３２が属する側の半体積とは、第一線分１５４に直交し、且つ、中
心軸１３８に沿って縦方向に分割されてなる樹脂充填部１１０であって最近位点１３２を
含んだ側である第一分割部１４４の体積である。また、対向点１４２が属する側の半体積
とは、上述のとおり縦方向に分割されてなる樹脂充填部１１０であって対向点１４２を含
んだ側である第二分割部１４６の体積である。
　上述する第一分割部１４４の体積および第二分割部１４６の体積の和は、それぞれ接続
部材７０の基端面７３よりも基端側に位置する樹脂充填部１１０の体積を示す。
【００３５】
　樹脂充填部１１０を構成する樹脂部材が最近位点１３２側に偏在する内視鏡用注射針１
００によれば、屈曲する内視鏡のチャネル内を先基端方向に摺動する際、樹脂部材の偏在
量が小さい第二分割部１４６の方が第一分割部１４４よりも屈曲しやすい。そのため、図
５に示すとおり、屈曲するチャネル（図示省略）内の経路において、第二分割部１４６（
図４（ａ）参照）が内周側に自然と位置する傾向にある。即ち、最遠位点１３４が内視鏡
用注射針１００の屈曲する経路の内周側に自然と位置する傾向にある。
　このように樹脂充填部１１０において屈曲し易い側が自然と内周側に位置することによ
り、内視鏡用注射針１００は、屈曲する内視鏡のチャネル内において屈曲しながら摺動す
る動作が円滑である。
【００３６】
　基端面１３０の周縁の最近位点１３２が属する側の半体積が、中心軸１３８を介して最
近位点１３２と対向する周縁における対向点１４２が属する半体積よりも大きい樹脂充填
部１１０を備える内視鏡用注射針１００は、さらに以下の構成を備えることが好ましい。
　即ち、図４（ａ）および図４（ｂ）に示すとおり、本実施形態にかかる内視鏡用注射針
１００は、針体１０の先端面１５２が、中心軸１３８に対して傾斜しており、先端面１５
２の最先端部Ｘが、樹脂充填部１１０の基端面１３０の周縁の最近位点１３２が属する側
に配置されている。最先端部Ｘは、上面視上、第一分割部１４４側に配置されている。こ
こで上面視とは、内視鏡用注射針１００を基端側から先端側に向けて観察することを意味
する。
【００３７】
　かかる最先端部Ｘの配置によれば、図５に示すとおり、屈曲する内視鏡のチャネル内を
先端方向に内視鏡用注射針１００が摺動する際、最先端部Ｘは、屈曲する外管チューブ３
０の外周側に位置する傾向となる。かかる最先端部Ｘは、当該外周側の外管チューブ３０
の内周面の付近に位置しつつも、屈曲方向に向かって摺動する。そのため、外管チューブ
３０の内周面に最先端部Ｘが接触して外管チューブ３０の先端方向に対する針体１０の摺
動が不良となり、または外管チューブ３０の先端から針体１０の突出動作が不良となると
いった問題を低減することができる。
【００３８】
　比較として、針体１０の最先端部Ｘが、基端面１３０の周縁の最遠位点１３４が属する
側に配置された針体１０Ｂを仮想線として図５に示した。針体１０Ｂの最先端部Ｘは、外
管チューブ３０の屈曲する経路の内周側に位置しつつ、屈曲方向に向かって摺動するため
、外管チューブ３０の内周面に近接し、当接する虞がある。
【００３９】
　次に、内視鏡用注射針１００における各構成の詳細について説明する。
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【００４０】
　図１（ａ）および図１（ｂ）に示すとおり、本実施形態にかかる内視鏡用注射針１００
は、内管チューブ２０を進退可能に内包する外管チューブ３０を備えている。進退可能と
は、先基端方向において摺動可能という意味である。
　外管チューブ３０は、内管チューブ２０および針体１０を収納可能な長尺のチューブで
ある。外管チューブ３０は、外管チューブ３０の任意の箇所に設けられた開口から突出可
能に針体１０を収納可能である。そのため、たとえば体腔内の生体組織において処置をす
るタイミングで外管チューブ３０の上記開口から針体１０を突出させるとともに、針体１
０が生体組織に到達するまでの間は針体１０を内包して針体１０の先端が体腔に接触する
ことを回避可能である。外管チューブ３０の詳細は後述する。
【００４１】
　内視鏡用注射針１００は、基端部においてさらに操作部５０を有している。
　本実施形態において、操作部５０は外筒グリップ４０、内筒グリップ６０を含む。操作
部５０は、内視鏡用注射針１００の操作者によって把持される部位である。
　また、操作部５０は内筒グリップ６０の基端側に付設されたコネクタ５１を含み、シリ
ンジ（図示せず）を連結できる。内管チューブ２０は、コネクタ５１に連結されたシリン
ジ（図示せず）から注液された液体の流路となる。操作者が操作部５０を操作することに
よって、針体１０を被験者の生体組織に刺すことができる。また、針体１０の先端には開
口（図示せず）が設けられ、作業者がシリンジ（図示せず）を操作することによって液体
を生体組織に注入可能となっている。
【００４２】
　内筒グリップ６０は、外管チューブ３０の内外に針体１０を進退操作する。内管チュー
ブ２０は、針体１０を有し、外管チューブ３０の中に摺動可能に挿入されている。
　ここで、外管チューブ３０の内外に針体１０を進退操作するとは、外管チューブ３０の
何処かに設けられた開口から針体１０の少なくとも一部が突出する状態（突出状態、図１
（ｂ）参照）と、開口の中に針体１０を当該突出状態より収納する状態（収納状態、図１
（ａ）参照）のいずれか一方から他方へと移行させることである。
　本実施形態では、外管チューブ３０の先端に開口が設けられるように図示したが、これ
は一例であって、他の位置に開口が設けられる形態であっても構わない。
【００４３】
　内筒グリップ６０は、基端側から先端側へ又は先端側から基端側へと摺動可能なように
外筒グリップ４０の中に収納されている。また、外筒グリップ４０の側面には案内溝４１
が設けられており、内筒グリップ６０の突出部６１が摺動可能なように案内溝４１の中に
嵌め込まれている。
【００４４】
　本実施形態では、外筒グリップ４０と外管チューブ３０とが連結し、内筒グリップ６０
と内管チューブ２０と針体１０とが連結している。従って、内視鏡用注射針１００の操作
者は、外筒グリップ４０と内筒グリップ６０とを互いに軸方向にスライドさせることによ
って、針体１０を軸方向に進退させることができる。
　さらに詳細には、外筒グリップ４０に設けた案内溝４１の基端側に突出部６１を位置さ
せるとき収納状態となり、案内溝４１の先端側に突出部６１を位置させるとき、針体１０
が外管チューブ３０から突出状態となる（図１（ｂ））。
【００４５】
　一般的に、操作部５０は収納状態または突出状態の少なくとも一方を固定する構造を備
えている。本実施形態では、案内溝４１の基端側と先端側に突出部６１を嵌めて固定する
固定用の溝を設けている。そして、突出部６１が案内溝４１の基端側または先端側に位置
するときに、内筒グリップ６０と外筒グリップ４０とを回転方向にスライドさせることで
、固定用溝に突出部６１を嵌めることができる。これは上記収納状態または上記突出状態
を固定するための一例であり、他の形態を用いても構わない。
【００４６】
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　図２に突出状態である内視鏡用注射針１００の先端領域の断面図を示す。外管チューブ
３０の先端には、針体１０が突出可能な開口が設けられている。当該開口を有する先端は
、たとえば、径方向の内向きに屈曲して先細状に形成されている。換言すると、外管チュ
ーブ３０の先細状の先端の開口径は、内管チューブ２０の先端の外径または接続部材７０
の先端の外径よりも小さい。当該先細状の先端の内周面と内管チューブ２０の先端または
接続部材７０の先端とが当接することによって、内管チューブ２０および接続部材７０の
先端方向への移動を制限可能である。
【００４７】
　針体１０は、内視鏡用注射針に設けられる針を適宜選択して用いることができる。穿刺
したときの傷を小さくするために、たとえば外径０．６５ｍｍ以下のものが好ましく選択
されるが、これに限定されない。本発明は接続部材７０を有するため、針体１０の外周面
と内管チューブ２０との間に有意な距離を有していても接続部材７０を介して針体１０と
内管チューブ２０とを接続することができる。換言すると、接続部材７０の厚みを調節す
ることにより、定型の内径を有する内管チューブ２０に対し、所望の外径を有する針体１
０を適宜選択して用いることができる。
【００４８】
　内管チューブ２０は、その先端側に針体１０が取り付けられ、外管チューブ３０の中を
進退可能に挿通している。
　本実施形態では、内管チューブ２０の最先端に針体１０を取り付けているように図示し
たが、これに限定されるものでなく、内視鏡用注射針１００に必要な機能を阻害しない程
度に取り付け位置が変更されてもよい。
【００４９】
　内管チューブ２０の構成部材は、特に限定されないが、外管チューブ３０内を摺動する
ため、一定の低摩擦性・非粘着性を有することが好ましく、さらに耐薬品性が高いと良い
。一般的には、上記部材として、テトラフルオロエチレン重合体（ＰＴＦＥ）やテトラフ
ルオロエチレン・パーフルオロアルコキシエチレン共重合体（ＰＦＡ）等のフッ素樹脂、
ポリアミド樹脂（ナイロン樹脂）などを用いることができる。
　内管チューブ２０の外径および内径は特に限定されないが、例えば、外径は１．２ｍｍ
以上１．７ｍｍ以下、内径は０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下の範囲とすることができる。
【００５０】
　外管チューブ３０は、基端側の一部が、外筒グリップ４０の内面に接合されている。
　なお、本実施形態では外筒グリップ４０の内面と外管チューブ３０の外面とが接合する
ように図示したが、外筒グリップ４０の外面と外管チューブ３０の内面とが接合する構成
であっても構わない。また、外管チューブ３０と外筒グリップ４０の接合には、図示しな
い留め具が使われてもよいし、接着剤が用いられてもよい。
【００５１】
　外管チューブ３０の構成部材は、特に限定されないが、内視鏡の処置具挿通チャンネル
の中に挿通して用いるため一定の低摩擦性・非粘着性を有することが好ましい。一般的に
は、上記構成部材として、ポリオレフィン樹脂、ポリアミド樹脂（ナイロン樹脂）、ポリ
ウレタン樹脂等を用いることができる。また、上述のフッ素樹脂が外管チューブ３０の構
成部材として用いられてもよい。
【００５２】
　外管チューブ３０の内部において内管チューブ２０がスムーズに摺動可能なよう、外管
チューブ３０の内周面と内管チューブ２０の外周面との間には適度なクリアランスが設け
られている。たとえば、外管チューブ３０の外径および内径は特に限定されないが、たと
えば外径は２ｍｍ以上２．６ｍｍ以下、内径は１．３ｍｍ以上１．９ｍｍ以下の範囲とす
ることができる。
【００５３】
　本実施形態における接続部材７０は、略均一の内径を有している。接続部材７０の内径
は、針体１０の外径と略同等である。ここで略同等とは、接続部材７０の内周面と針体１
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０の外周面との間に任意で薄厚の樹脂層が形成可能な程度の差異を含むという意味である
。当該樹脂層は、針体１０と接続部材７０との接合を果たすものであることが好ましく、
たとえば後述する樹脂接続部９０が相当する。当該樹脂層は、針体１０と接続部材７０と
の間の水密性を向上させる機能を有していてもよい。
　接続部材７０は、筒状体であって、たとえば円筒体である。
【００５４】
　本実施形態における接続部材７０は、図２に示すとおり、基端側に接続部本体７１を有
するとともに、接続部本体７１よりも先端側に、接続部本体７１の外径よりも大きい外径
を備える大径部７２を有している。たとえば大径部７２の外径は、内管チューブ２０の内
径よりも大きく、内管チューブ２０の外径よりも小さい。接続部本体７１の外径は、内管
チューブ２０の内径と略同等である。
　本実施形態では、接続部本体７１および大径部７２はいずれも外形が円筒形状である。
ただし本実施形態における接続部材７０はこれに限定されず、少なくとも接続部本体７１
を有し、大径部７２が省略されてもよい。
【００５５】
　接続部材７０には、針体１０を挿通するための挿通孔８０が設けられている。本実施形
態において針体１０は先端側の端部および基端側の端部のそれぞれが挿通孔８０の両端か
ら突出している。針体１０は、挿通孔８０に挿通されるとともに、接続部材７０に保持さ
れる。接続部材７０において針体１０を保持するための保持手段は特に限定されない。
【００５６】
　たとえば、接続部材７０がインサート成形などにより樹脂部材で構成される場合には、
上記保持手段として以下のような例を挙げることができる。即ち、針体１０が挿通した接
続部材７０の外周面の周方向に熱収縮部材を配置し、当該熱収縮部材を加熱して接続部材
７０を径方向の内向きに締め付けることができる（以下、熱収縮保持手段ともいう）。こ
れにより挿通孔８０に挿通された状態の針体１０が、挿通孔８０から脱落し難くなり、良
好に接続部材７０に保持され得る。
　また、接続部材７０が金属材料よりなる場合には、針体１０が挿通する接続部材７０を
かしめて針体１０の外周面の一部と接続部材７０の内周面の一部とを物理的に当接させる
ことにより、針体１０を保持させることもできる（以下、かしめ保持手段ともいう）。
【００５７】
　接続部材７０の構成部材は特に限定されない。たとえば接続部材７０は、インサート成
形により形成された樹脂部材よりなる態様、金属の線状部材を螺旋状に巻き回してなるコ
イル、または、ステンレスなどの金属材料からなる壁面が湾曲かつ略平坦な筒状体よりな
る態様を含む。
【００５８】
　次に、樹脂充填部１１０について説明する。内視鏡用注射針１００は、接続部材７０の
基端面７３より基端側に突出する針体１０の外周面と内管チューブ２０の内周面と接続部
材７０の基端面７３との間に樹脂部材を充填してなる樹脂充填部１１０を備える。
　本実施形態における樹脂充填部１１０は、中心軸１３８を中心として周方向に連続して
いる。樹脂充填部１１０における第一仮想面１４０の法線である第一法線１３６が、中心
軸１３８に対し傾斜していることは上述のとおりである。
【００５９】
　本実施形態における樹脂充填部１１０は、先基端方向において最遠位点１３４を含む位
置から接続部材７０の基端面７３までの間は、内管チューブ２０の内周面と針体１０の外
周面との間に、実質的に、中実の状態で樹脂部材が充填されている。
【００６０】
　ここで、図４（ａ）に示すとおり、本実施形態では、樹脂充填部１１０の基端面１３０
の周縁の最遠位点１３４から、接続部材７０の基端面７３の周縁までの距離Ｙが、針体１
０の外周面と内管チューブ２０の内周面との距離Ｚ以上となるよう構成されている。その
ため、樹脂充填部１１０よりも先端側に液体が浸出し難く、内管チューブ２０の水密性に
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優れる。
【００６１】
　樹脂充填部１１０を構成する樹脂材料は特に限定されないが、たとえば、エポキシ樹脂
、ウレタン樹脂、シアノアクリレート樹脂などの接着剤として使用可能な樹脂部材、ある
いは、ＡＢＳ樹脂やポリアミド樹脂、ウレタン樹脂などの熱可塑性樹脂を挙げることがで
きる。
【００６２】
　本実施形態において、さらに、接続部材７０の内周面と針体１０の外周面との間に位置
し接続部材７０と針体１０とを接続する樹脂材料からなる樹脂接続部９０を設けてもよい
。図２に示すとおり、樹脂接続部９０は、樹脂充填部１１０と連続するよう設けることが
できる。
【００６３】
　樹脂接続部９０を設けることによって、接続部材７０と針体１０とを良好に接合するこ
とができる。そのため、接続部材７０から針体１０の脱落防止が図られる。
　ここで本実施形態における内視鏡用注射針１００は、樹脂充填部１１０を備えることに
よって、内管チューブ２０内における接続部材７０の配置位置が、液体の吐出圧によって
先端側にずれることが防止されていることは上述のとおりである。しかして、先端方向に
配置位置がずれることが防止された接続部材７０に良好に接合された針体１０は、接続部
材７０とともに、設計当初に予定された先基端方向における配置位置を良好に維持可能で
ある。
【００６４】
　また樹脂接続部９０が設けられることによって、接続部材７０の内周面と針体１０の外
周面との間における空隙が塞がれ得るため、接続部材７０と針体１０との間の水密性が向
上する。
【００６５】
　樹脂接続部９０を構成する樹脂部材は、特に限定されないが、例えば樹脂充填部１１０
を構成するための樹脂部材と同様の樹脂部材であってよい。
　樹脂接続部９０と樹脂充填部１１０とは、同一の樹脂部材より構成されていてもよく、
両者が同一の樹脂により一体的に形成されていてもよい。また別の態様として、樹脂接続
部９０と樹脂充填部１１０とは、異なる樹脂部材により構成されていてもよい。たとえば
、本実施形態における樹脂接続部９０は、樹脂充填部１１０を構成する工程と同工程にお
いて、樹脂充填部１１０を構成する樹脂部材と同一の樹脂部材により、樹脂充填部１１０
と一体的に形成されてもよい。
【００６６】
　本実施形態にかかる内視鏡用注射針１００は、さらに大径部７２の基端側面と内管チュ
ーブ２０の先端面との間に、図示省略する第二樹脂接続部が設けられてもよい。上記第二
樹脂接続部が設けられることにより、接続部材７０と内管チューブ２０の先端との接合性
をより確実にすることができる。これにより、内管チューブ２０を流れる液体が内管チュ
ーブ２０の先端側から体腔に漏れ出ることを防止するとともに、体液が体腔側から内管チ
ューブ２０と接続部材７０との間に侵入することが防止される。
【００６７】
　またさらに、本実施形態にかかる内視鏡用注射針１００は、接続部材７０の外周面と内
管チューブ２０の内周面の間に図示省略する第三樹脂接続部が設けられてもよい。第三樹
脂接続部は、上述する第二樹脂接続部と連続的に設けられてもよい。第二樹脂接続部と連
続して設けられた第三樹脂接続部であれば、接続部材７０の外周面と内管チューブ２０の
内周面との間に第三樹脂接続部が確実に形成されていることを、第二樹脂接続部を目視確
認することで、確認可能である。第三樹脂接続部が設けられることによって、内管チュー
ブ２０と接続部材７０との接続性が向上するとともに、内管チューブ２０と接続部材７０
との間の水密性が向上する。
【００６８】
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　上述する第二樹脂接続部および第三樹脂接続部を構成する樹脂部材は特に限定されない
が、たとえば、樹脂充填部１１０を構成するための樹脂部材と同様の樹脂部材であってよ
い。
　第二樹脂接続部および第三樹脂接続部は、たとえば、樹脂充填部１１０を構成する工程
と同工程において、樹脂充填部１１０を構成する樹脂部材と同一の樹脂部材により、樹脂
充填部１１０と一体的に形成されてもよい。あるいは、別の態様として、樹脂充填部１１
０の形成工程とは別工程において、樹脂充填部１１０を構成する樹脂と同一の樹脂あるい
は異なる樹脂によって形成されてもよい。内視鏡用注射針１００は、樹脂充填部１１０と
第二樹脂接続部と第三樹脂接続部とが連続的に設けられることによって、優れた水密性を
発揮し得る。
【００６９】
＜第二実施形態＞
　次に本発明の第二実施形態である内視鏡用注射針の製造方法（以下、単に「本製造方法
」ともいう）について図６（ａ）から図６（ｄ）を用いて説明する。図６（ａ）から図６
（ｄ）は、本製造方法をいくつかの工程に分けて説明する説明図である。本製造方法につ
いて、内視鏡用注射針１００を製造する方法を例に説明する。
【００７０】
　本製造方法は、挿通孔８０（図示省略）に針体１０を挿通する挿通工程と、接続部材７
０に対し型枠部材３００を外嵌する外嵌工程と、樹脂充填部１１０を形成する樹脂充填部
形成工程と、内管チューブ２０を取り付ける内管チューブ取付工程と、を有する。
　挿通工程は、接続部材７０における挿通孔８０に接続部材７０の先端側および基端側か
ら突出するよう針体１０を挿通させる工程である。
　外嵌工程は、接続部材７０の基端側に接続部材７０の外径と略同等の内径を有する型枠
部材３００を外嵌する工程である。
　樹脂充填部形成工程は、型枠部材３００の内周面と針体１０の外周面と接続部材７０の
基端面７３とに接して樹脂部材を型枠部材３００に注入するとともに、先基端方向に対し
樹脂充填部１１０の基端面１３０が傾斜するよう樹脂充填部１１０を形成する工程である
。
　内管チューブ取付工程は、接続部材の少なくとも一部および樹脂充填部１１０を内包す
るよう上記内管チューブを設ける工程である。
【００７１】
　本製造方法によれば、樹脂充填部１１０を備える内視鏡用注射針１００を製造すること
ができる。
　以下に、本製造方法の各工程について、適宜、図６（ａ）から図６（ｄ）を用いて詳細
に説明する。
【００７２】
　まず、挿通工程を実施するために、針体１０および接続部材７０を準備し、図６（ａ）
において接続部材７０に設けられた挿通孔８０（図示省略）に針体１０を挿通させる。挿
通工程において、図６（ａ）に示すとおり、針体１０を接続部材７０の先端側および基端
側から突出するよう挿通する。針体１０が接続部材７０から突出する突出長さは特に限定
されないが、基端側における針体１０の突出長さは、後工程で形成される樹脂充填部１１
０の軸長よりも長いことが望ましい。
　挿通工程において、あるいは挿通工程の後、適宜、針体１０を接続部材７０に保持させ
るための保持工程をさらに実施してもよい。保持工程としては、たとえば第一実施形態に
おいて説明した熱収縮保持手段、またはかしめ保持手段の実施が挙げられるがこれに限定
されない。
　尚、本実施形態に用いられる針体１０は、先端面が、中心軸に対して傾斜しており、最
先端部Ｘを有している。
【００７３】
　図示省略するが、上記挿通工程の後工程において樹脂接続部９０（図２参照）を形成し
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してもよい。この場合、挿通工程または挿通工程実施後、針体１０の外周面と接続部材７
０の内周面との間に基端面７３から先端方向に連通する空隙を予め形成しておくとよい。
当該空隙は、たとえば接続部材７０をインサート成形により形成する場合には、当該空隙
を確保するための所定厚みのくさび部材を針体１０の外周面と樹脂部材からなる接続部材
７０の内周面との境界に打ち込み、これを抜去することにより形成することができる。あ
るいは、針体１０が挿通された金属材料からなる接続部材７０に対し、かしめ処理するこ
とによって当該空隙を設けることもできる。即ち、かしめた箇所において接続部材７０の
内周面の一部と針体１０の外周面の一部とを当接させるとともに、当該箇所から基端面７
３までの間に当該空隙を形成することができる。
【００７４】
　次に、外嵌工程について説明する。まず、接続部材７０の外径と略同等の内径を有する
型枠部材３００を準備する。ここで略同等とは、接続部材７０の外径と型枠部材３００の
内径とが実質的に同一である場合と、接続部材７０の外周面に上記第三樹脂接続部を形成
可能な隙間を確保可能な程度に、型枠部材３００の内径が接続部材７０の外径より大きい
場合とを包含する趣旨である。
　かかる型枠部材３００を、接続部材７０の少なくとも基端側に外嵌することにより外嵌
工程が実施される。図６（ａ）では、型枠部材３００が、接続部材７０の基端側の一部領
域を覆って接続部材７０に対し嵌合された態様を示したが、これに限定されず、型枠部材
３００は接続部材７０の外周面全体を覆うよう嵌合されてもよい。
【００７５】
　樹脂充填部形成工程は、型枠部材３００の内周面と針体１０の外周面と接続部材７０の
基端面７３とに接するよう樹脂部材を型枠部材３００に注入するとともに、先基端方向に
対し樹脂充填部１１０の基端面１３０が傾斜するよう樹脂充填部１１０を形成する工程で
ある。ここで基端面１３０が傾斜するとは、図６（ｂ）に示すように略平滑な面である基
端面１３０が軸方向に対し傾斜する態様に限定されない。樹脂充填部形成工程は、図２を
用いて第一実施形態において説明したとおり、内管チューブ２０の内周面に対する切断面
であって樹脂充填部１１０の基端面１３０の周縁の最近位点１３２および当該周縁の最遠
位点１３４を含み中心軸１３８と交差するとともに法線と中心軸１３８との交差角が最小
となる切断面である第一仮想面１４０の法線である第一法線１３６が、中心軸１３８に対
し傾斜するよう樹脂充填部１１０を形成する。
【００７６】
　樹脂充填部形成工程の好ましい態様の一例としては以下の工程を挙げることができる。
　即ち、図６（ａ）に示すとおり、樹脂充填部形成工程において、樹脂部材を型枠部材３
００の内側に注入するための注入チューブ４００の先端を型枠部材３００の内周面に寄せ
て設置する。次いで、図６（ｂ）に示すとおり、樹脂部材を型枠部材３００に注入する。
これにより形成される樹脂充填部１１０の基端面１３０を軸方向に対し傾斜させることが
可能である。
【００７７】
　型枠部材３００を重力方向に対し、略平行に配置して樹脂充填部形成工程を行う場合に
は、たとえば以下の点に留意することが好ましい。即ち、注入チューブ４００により型枠
部材３００に注入された樹脂部材の基端面が均される前に、注入された当該樹脂部材を少
なくとも半乾燥し、または樹脂部材の基端面が短時間で均され難い程度に樹脂部材の粘度
を調整するとよい。
　上述する樹脂充填部形成工程を実施することにより、容易に基端面１３０を備える樹脂
充填部１１０を形成することができる。
【００７８】
　さらに樹脂充填部形成工程において、注入チューブ４００の先端の配置位置に関し、以
下の点を留意することが好ましい。
　即ち、樹脂充填部形成工程において、上面視上、注入チューブ４００の先端を針体１０
の最先端部Ｘが配置された側に寄せて配置する。そして、本工程において形成される樹脂
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充填部１１０（図６（ｃ）参照）の最近位点１３２が属する側の半体積が、対向点１４２
が属する半体積よりも大きくなるよう樹脂部材を注入するとよい。
　ここで上面視とは、型枠部材３００の開口側から針体１０の最先端部Ｘ方向を観察する
ことを意味し、たとえば、型枠部材３００を重量方向に対し略平行に配置した場合には、
重量方向における上方向から観察することを意味する。
　尚、最近位点１３２が属する側の半体積および対向点１４２が属する半体積に関する説
明は、適宜、第一実施形態に関する説明を参照することができる。
【００７９】
　このように、注入チューブ４００の先端の配置位置と針体１０の最先端部Ｘの配置位置
に留意することによって、容易に、図６（ｃ）に示されるように、針体１０の最先端部Ｘ
を、基端面１３０の周縁の最近位点１３２が属する側に配置することが可能である。
【００８０】
　尚、樹脂充填部工程において、型枠部材３００に対し注入チューブ４００から樹脂部材
を注入する際に、針体１０と接続部材７０との間に形成された空隙にも当該樹脂部材を充
填することにより樹脂接続部９０（図示省略）を、形成することができる。また同様に、
接続部材７０と型枠部材３００との間に形成された空隙に当該樹脂部材を注入することに
より第三樹脂接続部（図示省略）を、形成することができる。
　樹脂充填部形成工程において、樹脂充填部１１０の形成とともに樹脂接続部９０および
／または第三樹脂接続部を形成することによって、樹脂充填部１１０と、樹脂接続部９０
および／または第三樹脂接続部とを、一体的に形成することができる。
【００８１】
　樹脂充填部形成工程後に、図６（ｄ）に示すとおり、内管チューブ取付工程を実施する
。
　内管チューブ取付工程は、接続部材７０の少なくとも一部および樹脂充填部１１０を内
包するよう内管チューブ２０を設ける工程である。
　より具体的には、たとえば、樹脂充填部形成工程後に、型枠部材３００を接続部材７０
から抜き取り（図６（ｃ）参照）、形成された樹脂充填部１１０および接続部材７０の少
なくとも基端側を覆うよう内管チューブ２０を外嵌する。
【００８２】
　たとえば、樹脂充填部１１０が半硬化の状態において、内管チューブ取付工程を実施し
、その後に、樹脂充填部１１０を完全に硬化させることにより、内管チューブ２０の内周
面と樹脂充填部１１０の外周面とを接合することができる。
【００８３】
　以上のとおり、本製造方法を実施することによって、内視鏡用注射針１００を製造する
ことができる。
【００８４】
　以上に本発明の第一実施形態および第二実施形態について説明した。本発明は上述の実
施形態に限定されるものではなく、本発明の目的が達成される限りにおける種々の変形、
改良等の態様も含む。各実施形態において説明された事項は適宜、他の実施形態に適用す
ることが可能である。
　また第二実施形態における各工程の説明の順序は、本製造方法を限定するものではない
。所期の内視鏡用注射針を製造できる範囲において、工程順は適宜入れ替え可能である。
また説明する各工程の前または後または一の工程と他の工程との間に、適宜任意の工程を
さらに追加してもよい。
　また第二実施形態において説明した本製造方法は、本発明の内視鏡用注射針の製造方法
の好適な例を示すものであるが、本発明の内視鏡用注射針の製造方法を何ら限定するもの
ではない。
【００８５】
　上記実施形態は、以下の技術思想を包含するものである。
（１）液体を注入するための内管チューブと、
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　前記内管チューブの先端に設けられた針体と、
　前記内管チューブの中心軸の方向に貫通し前記針体が挿通する挿通孔を有し、前記内管
チューブの内周面と前記針体の外周面との間に配置され前記針体と前記内管チューブとを
接続するための接続部材と、
　前記接続部材の基端面より基端側に突出する前記針体の外周面と前記内管チューブの内
周面と前記接続部材の前記基端面との間に樹脂部材を充填してなる樹脂充填部と、
を有し、
　前記内管チューブの内周面に対する切断面であって前記樹脂充填部の基端面の周縁の最
近位点および当該周縁の最遠位点を含み前記中心軸と交差するとともに法線と中心軸との
交差角が最小となる切断面である第一仮想面の前記法線である第一法線が、前記中心軸に
対し傾斜していることを特徴とする内視鏡用注射針。
（２）前記内管チューブを進退可能に内包する外管チューブを備える上記（１）に記載の
内視鏡用注射針。
（３）前記第一法線と前記中心軸とが交差する角度である第一交差角は、前記接続部材の
前記基端面の法線である第二法線と前記中心軸とが交差する角度である第二交差角よりも
大きい上記（１）または（２）に記載の内視鏡用注射針。
（４）前記中心軸と、前記樹脂充填部の前記基端面の前記周縁が形成する平均基端面の法
線である第三法線と、が交差する角度である第三交差角は、３０°以上９０°未満である
上記（１）から（３）のいずれか一項に記載の内視鏡用注射針。
（５）前記樹脂充填部は、前記樹脂充填部の前記基端面の前記周縁の前記最近位点が属す
る側の半体積が、前記中心軸を介して前記最近位点と対向する前記周縁における対向点が
属する半体積よりも大きい上記（１）から（４）のいずれか一項に記載の内視鏡用注射針
。
（６）前記針体の先端面は、前記中心軸に対して傾斜しており、
　前記先端面の最先端部が、前記樹脂充填部の前記基端面の前記周縁の前記最近位点が属
する側に配置されている上記（５）に記載の内視鏡用注射針。
（７）前記樹脂充填部の前記基端面の前記周縁の前記最遠位点から、前記接続部材の前記
基端面の前記周縁までの距離が、前記針体の外周面と前記内管チューブの内周面との距離
以上である上記（１）から（６）のいずれか一項に記載の内視鏡用注射針。
（８）前記接続部材の内周面と前記針体の外周面との間に位置し前記接続部材と前記針体
とを接続する樹脂材料からなる樹脂接続部を有し、
前記樹脂接続部と前記樹脂充填部とが連続している上記（１）から（７）のいずれか一項
に記載の内視鏡用注射針。
（９）上記（１）から（８）に記載の内視鏡用注射針を製造する内視鏡用注射針の製造方
法であって、
　前記接続部材における前記挿通孔に前記接続部材の先端側および基端側から突出するよ
う前記針体を挿通する挿通工程と、
　前記接続部材の基端側に前記接続部材の外径と略同等の内径を有する型枠部材を外嵌す
る外嵌工程と、
　前記型枠部材の内周面と前記針体の外周面と前記接続部材の基端面とに接して前記樹脂
部材を前記型枠部材に注入するとともに、先基端方向に対し前記樹脂充填部の基端面が傾
斜するよう前記樹脂充填部を形成する樹脂充填部形成工程と、
　前記接続部材の少なくとも一部および前記樹脂充填部を内包するよう前記内管チューブ
を設ける内管チューブ取付工程と、を有することを特徴とする内視鏡用注射針の製造方法
。
（１０）前記樹脂充填部形成工程において、前記樹脂部材を前記型枠部材の内側に注入す
るための注入チューブの先端を前記型枠部材の内周面に寄せて設置し、前記樹脂部材を前
記型枠部材に注入することにより、形成される前記樹脂充填部の前記基端面を軸方向に対
し傾斜させる上記（９）に記載の内視鏡用注射針の製造方法。
（１１）前記樹脂充填部形成工程において、上面視上、注入チューブの先端を前記針体の
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最先端部が配置された側に寄せ、形成される前記樹脂充填部の前記最近位点が属する側の
前記半体積が、前記対向点が属する前記半体積よりも大きくなるよう樹脂部材を注入する
上記（１０）に記載の内視鏡用注射針の製造方法。
【符号の説明】
【００８６】
１０、１０Ｂ・・・針体
１１・・・内周面
２０・・・内管チューブ
３０・・・外管チューブ
４０・・・外筒グリップ
４１・・・案内溝
５０・・・操作部
５１・・・コネクタ
６０・・・内筒グリップ
６１・・・突出部
７０・・・接続部材
７１・・・接続部本体
７２・・・大径部
７３・・・基端面
８０・・・挿通孔
９０・・・樹脂接続部
１００、１００Ａ・・・内視鏡用注射針
１１０・・・樹脂充填部
１３０、１３０Ａ・・・基端面
１３１、１３１Ａ・・・交線
１３２・・・最近位点
１３４・・・最遠位点
１３６・・・第一法線
１３８・・・中心軸
１４０・・・第一仮想面
１４２・・・対向点
１４４・・・第一分割部
１４６・・・第二分割部
１５２・・・先端面
１５４・・・第一線分
３００・・・型枠部材
４００・・・注入チューブ
７３１・・・最近位点
７３２・・・最遠位点
７３６・・・第二仮想面
７３８・・・第二法線
α・・・第一交差角
Ｘ・・・最先端部
Ｙ・・・距離
Ｚ・・・距離
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